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産業現場における火災 ･ 爆発災害と GHS 分類
−引火性液体と可燃性固体の場合−

 
八　島　正　明 *1

　　引火性液体と可燃性固体（粉体）を取り上げ，わが国の災害の発生状況を調べ，それら危険性評価の項目を
整理し，GHS 分類基準と合わせて検討を加えた．液体については，災害発生件数の 1/5 は引火点が 100℃を超え
る物による．引火性液体を常温で貯蔵，輸送される場合，GHS 分類基準の引火点 93℃以下は安全管理上，問題
は少ないと考えられる．産業現場では，93℃を超えた状態で運用される化学装置は多く，蒸発しやすい状態に置
かれる場合もある．そのため，GHS の分類表示のみで判断しないように注意が必要である．GHS における可燃
性固体は主に粉末状，顆粒状のものが対象である．その危険性については，試料が堆積した状態での燃焼性のみ
を判定して分類しているにすぎす，危険性の一部のみしか評価していないことに注意すべきである． 
　キーワード : GHS，引火点，有機溶剤，粉じん爆発，金属粉

 1　はじめに
　GHS（Globally Harmonized System of Classification 
and Labelling of Chemicals :　 化学品の分類および表示
に関する世界調和システム）改訂第 3 版が 2009 年に発
行 1）され，GHS の普及が進んでいるが，産業現場にお
ける近年の火災 ･ 爆発災害の発生状況からすると GHS
の判定と分類区分が必ずしもその物質の危険性を正当に
評価していない事例が散見される．ここでは，引火性液
体と可燃性固体（粉体）を取り上げ，わが国の災害の発
生状況，それら危険性評価試験の項目を整理し，GHS
分類基準と合わせて検討を加えた．なお，引火性液体と
可燃性固体に関する 2007 年の GHS 改訂第 2 版からの変
更点は，引火性液体の分類試験の実施免除条件（2.6.4.2.2
項）のみである．

2　引火性液体
1）　引火性液体の火災 ･ 爆発災害の発生
　（1）　発生状況
　労働災害における引火性液体の引火点の範囲別の爆
発・火災の発生状況を図 1 に示す 2）．1989（平成元）年
から 1999（平成 11）年までの発生件数によると，爆発
･ 火災は 245 件発生し，そのうち，引火点が 100℃超の
ものが 52 件あることがわかる．引火点の範囲別の代表
的な物質は，0℃以下はガソリン，0℃を超えて 30℃以
下はノルマルヘキサン，アセトン，ベンゼン，メタトー
ル，エタノール，キシレンなど，30℃を超えて 100℃以
下の物は，灯油，軽油など，100℃を超える主な物は重
油や潤滑油などである．
　塗料用の有機溶剤の一つのシンナーは，キシレンが主
成分の混合物であるが，引火点は 30℃付近にあり，表
中の 0℃＜ T ≦ 30℃の範囲に分類される物が多い． 

　（2）　法令における引火性物質の分類
　引火性液体のうち，GHS では引火点 93℃以下の物が
表示の対象となる．消防法では，危険物第二類（引火性
固体 ; 固形アルコールなど）と第四類（引火性液体）が
試験対象であり，第四類に該当する引火点 250℃未満の
物が規制対象である．ただし，それ以上の温度の物でも
法令上の指定可燃物に該当する動植物油などの可燃性液
体がある．安衛法施行令の別表第一の危険物に示された
引火性の物は，引火点 65℃未満の物が対象である．
　（3）　災害の事例
　引火性液体については，有機溶剤を使用した塗装作業
中，滞留に気がつかずにアセチレンバーナーやアーク溶
接を使った作業が行われて爆発した事例が典型である．
ほかに乾燥設備での爆発 ･ 火災の事例も多い．有機溶剤
臭は溶剤缶周囲では顕著であるが，離れた場所ではその
臭いは感じられなくなるものである．作業現場では諸々
の臭い，異臭がするので，溶剤臭であることに気がつか
ない可能性もある．*1　化学安全研究グループ

図 1　引火点の範囲別の爆発 ･ 火災発生件数 2）
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　100℃を超える物の災害としては，ボイラー炉内での爆
発，重油精製プラントの減圧軽油脱硫装置における漏え
い火災などが典型である．油の粘性は，常温では大きく，
高温で低下する．装置内は高温のため，漏えい時には外
気中にミスト状（噴霧液滴状）で噴出し，何らかの原因
で着火し火災となりやすい．その後は，火災のふく射熱
で加熱された装置内の油が気化して圧力が上昇し，大規
模な爆発や火災に至ることもある．熱媒油に関わる事例
では，新規に購入した恒温油槽を 160℃に設定して無人
運転中，突然爆発したものがある．この事例では新規に
購入したシリコンオイルに揮発性と引火性があることを
知らずに使用し，試験室内と室内にあった乾燥設備内に
蒸気が滞留，乾燥設備の電気ヒーターが着火源となった．
　リサイクル工程とともに廃油が扱われることが増えて
いるが，廃油の多くは混合物であり，成分中で引火点の
低い物を含んでいて，タンクの上面が開いていたため蒸
気が工場内に滞留して爆発した事例がある．化学装置の
保守や解体工事の現場では，タンク内にあった残留廃油
が気化してガス溶断の炎で爆発した事例などがある．タ
ンク内に残ったスラッジ（沈殿物や固着物など）が周囲
状況によっては酸化，発熱によって可燃性ガスが発生し
たり，スラッジが自然発火したりする事例もある．
　粉末などの固体において，それを溶かした液，水溶液，
常温よりも高い温度に置かれ融解した液状の物が引火性
を持つ場合があるが，これは思わぬ落とし穴になりえる．
常温では固体であっても液体となり引火性を持つ物は，
物性情報（あるいは安全情報）での物理化学的な性質の
ほか，発火 ･ 爆発危険性の項目に引火点が記載されてい
ることで把握できる．2000 年 6 月，ヒドロキシルアミン
の再蒸留設備で大きな爆発災害が発生している．この爆
発は引火によるものではなかったが，事後，ヒドロキシル
アミンとその水溶液，その塩類の物性が良く知られるよ
うになった 3）．ヒドロキシルアミンは常温（ただし，融点
33.05℃）では白色の結晶であるが，その水溶液（市販品
は 50％が多い）は引火性があり，引火点は 129℃である 4）．

2）　引火性液体の危険性評価 5）

　（1）　評価項目
　表１に可燃性液体の危険性評価項目を示す．ここでは，
液体の引火性と着火性，そして爆発性が評価される．着
火性では発火温度を測定する必要があるが，蒸発する液
体では発火点よりも引火点が低いため，通常は引火点だ
けを評価することが多い．ただし，SDS（安全データシー
ト）あるいは MSDS（製品安全データシート）に示す
安全情報には発火点も示すべきである．引火性液体の燃
焼範囲（爆発範囲），爆発性は必要に応じて加熱槽で気
化させてガス ･ 蒸気の状態で測定する．引火性液体を噴
霧液滴（ミスト）の状態で測定することもあるが，その
場合は，液滴径，空間密度（数密度），液滴と周囲気流
の速度などに依存することに注意する．
　（2）　引火点試験の種類
　国内では，引火点試験の規格は JIS，消防法，危険物

の試験及び性状に関する省令で定められている．JIS 規
格試験には密閉型と開放型があり，密閉型の試験器には
タグ（Tag） 式，迅速平衡（通称：セタ，Seta）式，ペ
ンスキー・マルテンス（Pensky − Martens） 式が，開
放型の試験器にはクリーブランド（Cleveland）式がある．
　GHS の判定では密閉型の試験を基本とする．従って，
タグ式，ペンスキー ･ マルテンス式，セタ式の引火点試
験器を用いる．GHS では分類上，引火点が 93℃以下で
あるかどうかが重要であるので，一般にタグ式あるいは
セタ式が用いられる．ペンスキー ･ マルテンス試験器は
タグ式が使えない温度範囲で用いられる．
　（3）　引火点に及ぼす影響
　引火点は，空気中で測定された標準気圧での値が一般
に文献に示されている．引火点は圧力に依存し，蒸気圧
線からわかるように，雰囲気圧力が下がると引火点は低
くなり，逆に雰囲気圧力が高くなると引火点も高くなる．
身近な例を挙げると，高地では大気圧が低く，それとと
もに引火点も低くなるので引火の危険性が高まる．化学
装置では物質が高圧下，減圧下で取り扱われることは珍
しくないため，規格試験だけのデータによると，爆発危
険性を過小評価する可能性がある．
　引火点試験では普通，爆発範囲の下側，すなわち下部
引火点だけが測定されることが多い．上部引火点は密閉
空間での爆発範囲（燃焼上限濃度）に対して求められる
もので，開放空間では可燃性蒸気が周囲に拡散するため，
燃焼上限濃度に相当する温度は求められない．上部引火

表 1　可燃性液体の危険性評価試験 5)

評価項目 主な試験方法，適用規格等

爆発特性，燃焼範囲はガス・蒸気の状態で測定される．
容器を熱媒槽に入れて測定するか，気化した蒸気を使用する．

引火性 引火点 タグ密閉法 JIS K 2265-1：2007
迅速平衡法（通称；セタ法）　
JIS K 2265-2
ペ ン ス キ ー マ ル テ ン ス 密 閉 法
JISK2265-3
クリーブランド開放法 JIS K 2265-4
注）ここでの「法」は「式」と同
じように使われる．

下部引火点，
上部引火点

ASTM E 1232-07（下部引火点のみ）
産業安全研究所（現 ･ 労働安全衛
生総合研究所）による方法（柳生
による方法よるほか）

粘度

初留点 石油製品−蒸留方法　JIS K 2254

沸点

燃焼点 クリーブランド開放法 JIS K 2265-4

着火性 最小着火エネル
ギー

ガス・蒸気の測定に準ずる．
産業安全研究所（現 ･ 労働安全衛
生総合研究所）による方法（柳生
による方法ほか）

発火温度（発火
点）

ASTM E 659 - 78（Reapproved 
2005）
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点を測定するためには，昇温型ではなく定温型の加熱に
よる試験器を用いる必要があり，GHS 判定におけるタグ
式，ペンスキー ･ マルテンス式，クリーブランド式の試験
器を用いることはできない．法的に物質の分類，MSDS
の作成を行うのであれば JIS 規格試験を行う必要がある
が，さらにタンクや反応器などの化学装置などにおいて
実際に引火点データを活用しようとする場合は，圧力依
存も含め下部引火点と上部引火点を測定する必要がある．
　産業界で使われているハロゲン化合物や水を含む引火
性液体などは難引火性液体の性状を呈するが，引火性が
あったとしても試験方法によっては引火性なしと判定さ
れたり，引火点が測定されたとしてもその値に差が生じ
たりすることが知られている．従って，液体の特性に応
じて複数の試験器を用いてダブルチェックしたり，下部
引火点 ･ 上部引火点測定装置 6-8）を用いたりすることで，
慎重に測定する必要がある．爆発事故災害の後，原因究
明のため改めて測定したところ，取扱物質が引火性液体
であることが判明した事例もある．
　（4）　引火点の推算
　産業界で用いられる物質は，単一物質（純物質）より
も混合物や化合物など複数の成分からなるものが多いた
め，信頼できる確からしい引火点を推算することは困難
なことが多い．したがって，実際に試験を行って求める
ことが望ましい．ところが，すべての取扱物質を試験で
求めることはコストがかかりすぎる．一般に化学構造が
類似した物質には法則性があり，基本的な物性が推算で
きるので，引火点の推算は可能である 9-15）．

3）　引火点試験の国内法と GHS の分類
　GHS による分類は国際間の化学製品の輸送，貯蔵の
観点から定められているものであり，使用者が化学装置
で取り扱う場合には，その使用温度が引火点を超えてい
る場合もありえるので，その物質に引火性がないと判断
するのは早計である．産業現場では，93℃を超えた状態
で運用される化学装置は多く，蒸発しやすい状態に置か
れる場合もある．そのため，GHS の分類表示のみで判
断しないように注意が必要である．

4）　まとめ
　液体について火災 ･ 爆発災害の発生件数の 1/5 が
100℃を超える液体で発生している事情からすると，
GHS 分類における引火点 93℃超の物を引火性液体に分
類しないとなれば，GHS の対象者（消費者，使用者，
輸送担当者，緊急時対応者など）が当該液体の危険性を
的確に把握できない可能性がある．
　引火液体については試験規格が確立しており，その通
り行えば分類化は可能である．試験法の問題点はここで
は議論しない．規格試験で測定された値は標準気圧で代
表される．
　引火性液体を常温で貯蔵，輸送される場合は，GHS
分類基準の引火点 93℃以下は安全管理上，問題は少な
いと考えられる．しかし，産業現場の化学装置では常温

以上で扱われることがほとんどであるため，その使用す
る温度ですでに引火点に達していることもあり，GHS
が常温 ･ 標準大気圧をもとにした「引火性液体」の分類
基準であることに留意する必要がある．

3　可燃性固体
1）　可燃性粉じんの火災 ･ 爆発災害の発生
　表 2 に研究所が把握している可燃性粉体に関する爆発
災害と火災について示す．ただし，1987（昭和 62）年
から 2003（平成 15）年まで．一件の事故で複数の粉体
が原因となったりしたものは重複で数えているため，必
ずしも災害件数ではないことをお断わりしておく．たと
えば，水素などの可燃性ガスが発生し原因の一つになっ
たものも含んでいる．表より，金属粉じんが関係した事
故が多いことは一目瞭然である．しかし，統計上少ない
からといっても，有機物が金属よりも相対的に安全であ
るとそのまま理解することは危険である．また，ケイ素
粉が原因となった事例が予想外に多いことに注意を要す
る．1987 年よりも以前の期間にはネオジムの粉砕中に
爆発が発生している．ネオジム粉およびその合金粉は現
在，レアメタルの一つとして良く知られている物である．

表 2　火災，爆発の原因となった可燃性粉体の種類と件数
　　　（1987-2003：安衛研の調べ）

粉　体 件数 粉　体 件数
アルミニウム粉及びその
合金粉（アルミニウムカ
ルシウム合金を含む）

16 ゴム粉 2

マグネシウム粉及びそ
の合金粉 15 ビスフェノール A 粉 2

ケイ素粉 5 ポリエチレン粉 1

タンタル粉 2 ポリスチレン粉 1

亜鉛粉 1 粉体塗料 1

クロム粉 1
ポリビニルアルコール
粉 1

ジルコニウム粉 1 樹脂粉（不明） 1

フェロマンガン粉 1

金属粉（不明） 2 ステアリン酸亜鉛粉 1

ステアリン酸鉛粉 1

木粉，おがくず 12 テレフタル酸粉 1

紙粉 3
パラニトロフェノキシ
アセトン粉 1

ベンゾグアナミン粉 1

石炭粉 2

活性炭 2 硫黄粉 2

トナー粉 1

小麦粉 2

とうもろこし粉 1

穀物粉（不明） 1

ショ糖エステル 1

おから乾燥粉 1

松脂（ガムロジン）粉 1

件数の合計 87



− 8 −

労働安全衛生総合研究所特別研究報告　JNIOSH-SRR-NO.40（2010）

　金属粉の中には，粒子の大きさや温度によっては水と
の接触で反応し，発熱したり，水素が発生したりするこ
とがある 16）．従来の文献では常温では水素が発生しな
いとされていても，粒径が小さくなることで反応しやす
くなり，室温でも水素が発生する例もある．実際，事前
評価で当該粉じんの最小着火エネルギーが大きく静電気
では着火しないと思われても，水素の存在で予想以上に
小さなエネルギーで着火，爆発に至ることは多い．これ
に関して，GHS では水との相互作用により「自然発火
性固体」となるか，引火性 / 可燃性ガスを危険な量発生
する固体もしくは液体，または混合物を「水反応可燃性
化学品」に分類する．

2）　可燃性粉じんの危険性評価
　（1）　燃焼性試験と爆発性試験
　粉じん爆発と火災の評価試験については，ドイツ技術
者協会 VDI のガイドライン 2263 が良く知られている 17）．
このガイドラインでは，粉じんの燃焼性と爆発性の評価
体系が示されている．危険性の評価では，浮遊粉じん状
態と堆積状態について着火 ･ 爆発性を調べ，さらにく
ん焼により発生するガスの着火性を調べる．GHS の可
燃性固体の分類試験に類似した発炎性試験も示されてい
る．ただし，燃焼速度（燃え拡がり速度）は求めない．
着火には 1,000℃に加熱した白金線を用いるが，この温
度で着火しない金属粉もあるので，より高温となる着火
器具を用いる必要がある．
　表 3 には VDI 2263 の評価方法などを参考に，わが国
で用いられている可燃性の固体，主に粉体状の物に対す
る爆発と火災に関する危険性評価試験の項目をまとめ
た．ただし，自己反応性物質や火薬類において主に実施
する発熱性や衝撃感度などの試験のいくつかをも示し
た．これは，自己反応性物質や火薬に該当しない粉体で
あっても，大量に貯蔵した状態で自然発火を起こしたり，
強く摩擦することで発火したりする災害事例があるため
である．さらに，粉体では帯電による静電気発生の危険
性があるため，電気的な試験も併せて示す．
　固体の場合，燃えやすさはその寸法に依存し，塊状で
は燃えなくても粉状にすると燃焼性を有するものは多
い．特に最近では粉の微細化が進んでいるため，予想以
上に燃焼しやすい物がある．特に金属の場合は，その傾
向が顕著である．
　（2）　GHS における分類試験
　GHS における可燃性固体の試験について，予備スク
リーニング試験の後，分類判定の試験として，堆積状
態での燃焼性試験のみが規定されている（表 4）．試験
方法は危険物輸送に関する国連勧告の試験の 33.2.1 項の
Method　N.1 によって行う 18）（表 4，図 2）．燃焼速度
試験として，スクリーニング試験と同じような試験を 6
回行う．実際に試験を行ってみると，金属粉では燃焼速
度が大きい例が多く，マグネシウム合金粉では燃焼粒子

（燃焼生成物）を舞い上げて激しく燃える．金属粉の場
合は湿潤させた試験は行わないが，試しに調べてみると，

水から水素が発生し，爆発的に燃えるので試験中での危
険性が格段に高くなる．一般に，燃焼速度試験を実施す
る際には試験者の保護対策が必要である．着火器具とし
ては 1,000℃程度のバーナーとされるが，この温度で着
火しない金属粉もあるので，GHS における着火方法を
改良すべきかもしれない．
　ここに示した可燃性固体の評価試験以外に水等の液体
との接触で可燃性ガスの発生が懸念されるとすれば，「水
反応可燃性化学品」の分類試験を行う必要がある．この
試験の判定基準では，大気温度で水と穏やかに反応し，
発生する引火性 / 可燃性ガスの最大発生速度が 1 時間当
たり，物質 1 kg につき 1 L 未満は分類しないことになっ
ている．この種の試験は粒径，温度に依存するので，こ
の分類に該当しなくとも，水との反応で水素の発生がわ
ずかでも予想される場合は注意が必要である．

3）　可燃性固体（粉体）の GHS 分類の問題点
　表 5 に爆発や火災を起こしうる金属粉をいくつか挙
げ，市販の試薬について GHS 分類でどのように区分さ
れているのかを示した．表には安全衛生情報センターの
GHS 対応モデルラベル 19）の他，研究所の技術指針（静
電気安全指針 2007）付録 20）に示した粉じんの着火性と
IFA（旧 ･BGIA；ドイツ職業保険組合 ･ 労働安全衛生
研究所）のデータベース 21）に示された粉じんの爆発性
を併せて示した．これは，その粉体の種類において，一
般に爆発性があるのか，ないのかの目安になるものであ
る．化学品の製造者，販売者，供給者が公表している
SDS あるいは MSDS，GHS 分類には実際に試験を行わ
ず参考文献によって判定している例も見受けられる．た
だし，粉体の燃焼性は粒径に強く依存するので，当該試
料が GHS 試験で区分外と判定されることはありえるた
め，技術指針付録やデータベースに示されたものと同様
になるとは限らない．
　アルミニウム粉は GHS の試験によると燃え拡がらな
いことが多く「可燃性固体」の区分外となるが，「水反
応可燃性化学品」の分類で区分されることが多いようで
ある．マグシウム粉は GHS の試験に沿って判定試験を
行うと通常は容易に燃え拡がり燃焼性を有すが，今回の
調査例ではアルミニウム粉と同様に「水反応可燃性化学
品」の分類で区分されるようである．これは意外であっ
た．またタンタルや亜鉛の粉は現に産業現場で爆発や火
災が発生し，上述のデータベースや文献にも爆発性が示
されていながら，市販品では可燃性固体の区分外に分類
されている例もある．さらに他の金属粉についても燃焼
性や爆発性が推定されながらそれが示されていないこと
も見受けられる．もちろん，製品の性状によって可燃性
固体に該当しないという判定が出ること自体はおかしく
ない．しかし，当該試料が「水反応可燃性化学品」にあ
たり「可燃性固体」にあたらないという情報だけが独り
歩きすると，その危険性を正しく評価できない可能性が
ある．市販品の GHS 分類には疑問が残るが，GHS の対
象者に的確な危険性を伝えるように，化学品の製造者，
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表 3　固体（粉体，ただし自己反応性物質，火薬類を除く）の危険性評価試験

評価項目 主な試験方法，適用規格等
燃焼性，着火性の有無（簡易試験） 小ガス炎着火試験（消防法危険物の試験）
燃焼範囲（爆発範囲） 爆発限界（爆発下限濃度） JIS Z 8818:2002

ASTM E 1515-07
EN　14034-3：2006

爆発限界酸素濃度 密閉球形容器法又は円筒を使った方法
EN 14034-4：2004

燃焼性 燃焼速度（燃え拡がり速度） 国連危険物輸送に定める試験（Section 33.2.1）
GHS に定める試験（Chapter.2.7：Flammable　solids）

発炎性 IFA（旧 ･BGIA；ドイツ，同業者労災保険組合労働安全衛生研究所）による
方法

くん焼で発生した熱分解ガス等の燃焼性 試験管加熱により発生したガスの着火 ･ 燃焼性による方法
着火性 最小着火エネルギー IEC 61241-2-3（1994） Section 3 

ASTM E 2019 - 03（2007） 
APPIE SAP-12 -10-2010 （APPIE:（社）日本粉体工業技術協会）

浮遊状態の発火温度 IEC 61241-2-1 （1994）Section 1 : （Method B）
ASTM E1491-06

堆積状態の発火温度
（くすぶり温度）

IEC 61241-2-1 （1994）Section 1 : （Method A）
ASTM E 2021-01

通気による発火温度 Grewer 炉による方法 

貯蔵状態の発熱開始温度，自然
発火温度

示差熱分析（DTA）
示差走査熱量測定（DSC）
加速速度熱量計（ARC）
米国 SADT 試験
BAM 蓄熱貯蔵試験
産業安全研究所（現 ･ 労働安全総合研究所）による方法（琴寄による方法）

機械的感度試験
（注）主に自己反応性物質や火
薬類について行われる．

落つい感度試験
落球式感度試験
BAM 摩擦感度試験

爆発威力 最大爆発圧力，爆発圧力上昇遠
度及び K St 値（球形容器法使用）

JIS Z 8817:2002　
ASTM E1226-05（20L とそれ以上のほぼ球形容器による）
ISO　6184-1：1985（爆発抑制に関する 1m3 容器を使った方法）
EN　14034-1:2004（最大爆発圧力について）
EN　14034-4：2006（最大爆発圧力速度について）
VDI　3673
ASTM E 789-95（2001） （1.2L 円筒容器による）は 2007 年取り止めとなった．

電気的特性 体積抵抗率（液体，粉体，シー
ト状）

IEC 61241-2-2 Section 2 : 堆積粉じんの電気抵抗の測定法 
EN 1149-2:1997
prEN 1149-2:2001
労働安全衛生総合研究所による方法（静電気安全指針 2007）

表面抵抗率（粉体，シート状）
液体・固体・粉体の導電性能

（導電率）

EN 1149-1:1995
労働安全衛生総合研究所による方法（静電気安全指針 2007）

供給者には安全情報の更新，充実を願うものである．
 
4）　堆積した粉体の燃え拡がり試験と浮遊粉じんの爆発
試験
　粉体が堆積した層表面に沿った燃え拡がりでは，木粉
を例に挙げると，燃焼生成物（炭化物）が堆積層表面を
覆い燃焼を抑制するため，途中で消炎することが多い．
しかし，空気が堆積層に流入できる条件になると燃焼が
継続する．サイロ内の火災などでは長時間くすぶり続け
ることが可能である．この場合のくん焼による燃焼速度
は判定区分 2 の 2.2 mm/ 秒よりも小さいため，GHS の
可燃性固体の対象外である．しかし，木粉は産業現場で

は爆発や火災の原因物質になりえる．粉体の火災におい
てはくすぶり燃焼（無炎燃焼）を呈しやすく，空気の通
気性によっては堆積層の内部をごく小さな速度で燃え拡
がるものである 22）． 
　GHS 分類での可燃性固体は，爆発性ではなく火災の
拡大，発生性に基づき評価される．そのため，粉体状の
物は浮遊しやすく爆発の危険性があるにもかかわらず．
現状 GHS の分類基準では粉じん爆発性を評価しない．
粉体については爆発性を評価する必要があるが，これは
堆積状態での燃焼速度と爆発威力に関係する火炎の伝ぱ
速度とは異なるので，燃焼速度（燃え拡がり速度）の小
さいものが爆発威力が小さいと解釈してはならない．
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表 4　GHS における可燃性固体の分類試験の概略（文献 18 より抜すい）

1. スクリーニング試験 （危険物の輸送に関する国連勧告，試験および判定基準 33.2.1 項の Test N.1 より）
･ 試料を不浸透性の断熱板に 10 mm 高さ，20 mm 幅，長さ 250 mm の帯状に堆積させる．
･ 火炎（口径最小 5 mm，最低 1,000 ℃）を堆積物の一端に接触させる．
･ 火炎あるいは（くん焼の）燃焼帯が長さ 200 mm を 2 分以内（金属粉の場合は 20 分以内）で燃え拡がる場

合は，次の燃焼速度試験を行う．
2. 燃焼速度試験 （危険物の輸送に関する国連勧告，試験および判定基準 33.2.1 項の Test N.1 より）

･ 高さ 10 mm，底辺 20 mm の直角二等辺三角形型枠に粉体試料を充てんする．ただし，充てんの程度は 20 
mm の高さから 3 回落とした硬さとする．型枠に（室温と同じ温度の）断熱板を載せて，逆さにして型枠
を取り除き三角柱状の堆積物とする．

･ 堆積物の一端 80 から 180 mm を燃焼時間の測定部（100 mm），そこから 30 － 40 mm の範囲を浸潤部分（10 
mm）とする．

･ 金属粉以外の場合は，水 1 cc を湿潤部分に滴下する．
･ 小炎あるいは熱線（最低 1,000 ℃）を堆積物の一端に接触させる．
･ 燃え拡がりが湿潤部分を超えるかどうか，燃焼時間などを測定する．
･ 試験は 6 回行う．45 秒未満で湿潤区間を超えた場合は，その後を省略してよい．

（GHS の判定基準）
区分１
金属粉以外の場合：（a）燃え拡がりが湿潤部分を超える，および（b）燃焼時間が 45 秒未満，または 2.2 m/
秒を超える．
金属粉の場合：燃焼時間が 5 分以内．
区分 2

金属粉以外の場合：（a）燃え拡がりが湿潤部分で 4 分間以上止まる，および（b）燃焼時間が 45 秒未満，ま
たは 2.2 mm/ 秒を超える．
金属粉の場合：燃焼時間が 5 分間を超える，および燃焼時間が 10 分間以内．

5）　まとめ
　現状の GHS 分類では可燃性固体の危険性を正しく示
しているとは言い難く，危険性の一部のみしか評価して
いないことに注意すべきである．また，粉じん爆発や粉
体火災では摩擦が着火源となることもあるが，GHS で
は試験法が確立していない．可燃性固体については適切
な試験，分類，評価方法が望まれる．

4　全体のまとめ
　以上，引火性液体と可燃性固体に関して産業現場での
火災 ･ 爆発災害の発生状況と事例を概説し，危険性の評
価項目を整理し，GHS 分類と合わせて検討した．GHS
の実施によって，人の健康と環境の保護の強化，化学品
の国際取引の促進，試験および評価判定の低減などの利
点が期待される．GHS の分類では危険性評価を取捨選
択している側面もあり，GHS の絵表示による記号化に
よって危険情報を把握しやすくなったが，逆に，産業現
場での作業員自体の危険性を発見する目が失われないか
を危惧する．本稿では労働災害防止の観点から，GHS
分類の問題点を指摘したが，化学品の製造者，供給者に
は SDS あるいは MSDS の充実とともに的確な GHS 分
類をお願いしたい．
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表 5　市販の金属粉の可燃性固体の GHS 分類の状況

粉体の種類，CAS 番号 静 電 気 安 全 指 針
2007 付録，ドイツ
IFA のデータベース
における爆発性（○：
可燃性粉じんに該
当，△：不明，×：
該当せず）

可燃性固体の GHS の分類 ･ 区分
（× : 表記なしあるいは GHS 区分外，１：区分１，２：区分２）

安全衛生情報セン
ターの GHS モデル
分類

A 社 B 社 C 社

アルミニウム粉 7429-90-5 ○
×　炎の絵表示（水
反応可燃性化学品：
区分 2 あるいは３）

×　炎の絵表示（自
然発火性固体）

×　炎の絵表示（水
反応可燃性化学品：
区分 2）

×　炎の絵表示（水
反応可燃性化学品：
区分２）

マグネシウム粉 7439-95-4 ○

×　炎の絵表示（水
反応可燃性化学品：
区分 1,2,3 のいずれ
か）

×　炎の絵表示（自
然発火性固体）

×　炎の絵表示（水
反応可燃性化学品：
区分 1）

×

チタン粉 7440-32-6 ○ 1 × 2 1

ジルコニウム粉 7440-67-7 
○　フェロシリコン
- ジルコニウム合金
粉も爆発性あり

1 ×　MSDS には 水
との反応で可燃性
ガス発生と表記

製品なし 1

ケイ素粉 7440-21-3 
○　ケイ素合金粉
も爆発性あり

2 2 表記なし，炎の絵
表示なし，しかし，
MSDS には可燃性
固体と表記

表記なし，炎の絵
表示なし，しかし，
MSDS には可燃性
固体と表記

タンタル粉 7440-25-7 ○ × 2 × ×　表記なし

銅粉 7440-50-8 
△　銅ケイ素合金
粉に爆発性あり

× 1 ×表記なし ×表記なし

フェロクロム粉 — ○ なし 製品なし 製品なし 製品なし
フェロシリコン粉 8049-17-0 ○ × 製品なし 製品なし 製品なし
フェロセリウム粉 69523-06-4 ×　記載なし 1 製品なし 製品なし 製品なし
フェロマンガン粉 12604-53-4 ○ なし 製品なし 製品なし 製品なし

亜鉛粉 7440-66-6 ○

× ×　炎の絵表示（自
然発火性固体）

表記なし　炎の絵
表示

表記なし，炎の絵
表示なし，しかし，
MSDS には粉じん
爆発ありと表記

マンガン粉 7439-96-5 ○
× ×　水との反応で

可燃性ガス発生と
ある

× ×

クロム粉 7440-47-3
△　鉄クロム化合
物粉に爆発性あり

× × × ×

ホウ素粉 7440-42-8 
△　ホウ素炭化物
粉，ネオジムとの合
金粉に爆発性あり

× × × 製品なし

モリブデン粉 7439-98-7 ○ × 1 2 ×

ネオジム粉 7440-00-8
△　ネオジム合金
粉に爆発性あり

なし ×　炎の絵表示（水
反応可燃性化学品：
区分 1）

製品なし ×　可燃性ありと
表記
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